
         
 ご

存
知
で
す
か
？
「
国
民
年
金
基
金
」 

国
民
年
金
基
金
制
度
は
、
国
民
年
金

法
の
規
定
に
基
づ
く
公
的
な
年
金
で
あ

り
、
国
民
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
）
と

セ
ッ
ト
で
、
自
営
業
者
な
ど
国
民
年
金

の
第
１
号
被
保
険
者
の
老
後
の
所
得
保

障
の
役
割
を
担
う
も
の
で
す
。
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
な
ど
の
方
と
年
金
額
の
差
を
解

消
す
る
た
め
、
公
的
な
年
金
制
度
と
し

て
平
成
３
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

○
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
す
る
第
１

号
被
保
険
者
の
た
め
の
公
的
な
制
度 

 

国
民
年
金
に
上
乗
せ
し
て
厚
生
年
金

に
加
入
し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど

の
給
与
所
得
者
と
、
国
民
年
金
だ
け
に

し
か
加
入
し
て
い
な
い
自
営
業
者
な
ど

の
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
で

は
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
に
大
き
な

差
が
生
じ
ま
す
。 

こ
の
年
金
額
の
差
を
解
消
す
る
た
め

の
上
乗
せ
年
金
を
求
め
る
強
い
声
が
あ

り
、
国
会
審
議
な
ど
を
経
て
、
国
民
年

金
基
金
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
、
自
営
業
者
な
ど
の

方
々
の
公
的
な
年
金
は
「
二
階
建
て
」

に
な
り
ま
し
た
。 

         

加
入
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ
１ 

国
民
年
金
基
金
の
加
入
条
件

は
？ 

Ａ 
 

国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金

の
保
険
料
を
納
め
て
い
る

20

歳
以
上

60
歳
未
満
の
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
及
び
、
日

本
国
内
に
住
所
を
有
す
る

60

歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
で
任

意
加
入
被
保
険
者
の
方
々
が

加
入
で
き
ま
す
。 

 
 

 

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
を
免

除
（
一
部
免
除
・
学
生
納
付
特

例
・
若
年
者
納
付
猶
予
を
含
み

ま
す
）
さ
れ
て
い
な
い
方
で
す
。 

Ｑ
２ 

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
て

い
な
く
て
も
、
加
入
で
き
ま
す

か
？ 

Ａ 
 

国
民
年
金
基
金
に
加
入
す
る
た

め
に
は
、
国
民
年
金
本
体
の
保

険
料
を
納
め
て
い
る
こ
と
が

条
件
と
な
り
ま
す
。 

 
 

 

ま
た
、
加
入
し
た
後
も
、
国
民

年
金
を
納
め
て
い
た
だ
か
な

い
と
、
そ
の
期
間
に
基
金
に
納

め
た
掛
金
は
、
掛
金
の
元
本
分

だ
け
を
お
返
し
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

 

Ｑ
３ 

自
由
に
脱
退
し
た
り
、
基
金
を

移
動
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
？ 

Ａ 
 

国
民
年
金
基
金
へ
の
加
入
は
任

意
で
す
が
、
い
っ
た
ん
加
入
す

れ
ば
ご
自
分
の
都
合
で
任
意

に
脱
退
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
途
中
で
他
の
国

民
年
金
基
金
へ
任
意
に
移
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な

る
等
、
国
民
年
金
の
第
１
被
保

険
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
な

ど
は
加
入
資
格
を
喪
失
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

Ｑ
４ 

国
民
年
金
基
金
に
加
入
す
る
場

合
、
ど
こ
へ
申
し
込
め
ば
よ
い

で
す
か
？ 

Ａ 
 

加
入
す
る
場
合
、
「
国
民
年
金

基
金
加
入
申
出
書
」
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
加
入
希
望
す
る

国
民
年
金
基
金
へ
郵
送
な
ど

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

一
部
の
金
融
機
関
で
も
加
入

の
受
付
け
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
詳
し
く
は
国
民
年
金
基
金

に
お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。 

 

Ｑ
５ 

国
民
年
金
の
付
加
保
険
料
（
月

４
０
０
円
）
は
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
か
？ 

Ａ 
 

基
金
の
１
口
目
の
給
付
は
、
国

民
年
金
の
付
加
年
金
相
当
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
付
加

保
険
料
を
納
付
さ
れ
て
い
る

方
が
基
金
に
加
入
さ
れ
る
際

に
は
、
役
場
で
付
加
保
険
料
を

辞
め
る
旨
の
手
続
き
を
と
っ

て
く
だ
さ
い
。 

 

北
海
道
国
民
年
金
基
金 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

☏
０
１
２
０
‐
６
５
‐
４
１
９
２ 



保
険
料
の
追
納
に
つ
い
て 

保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
人
、
学
生

の
納
付
特
例
や
若
年
者
の
納
付
猶
予
の

適
用
を
受
け
た
人
が
、
そ
の
後
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
は
、
将
来
有
利
な
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
免
除
な

ど
の
適
用
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
後
か
ら
納
付
し
て

も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
追
納
と
い
っ
て

10
年
前
の
分
ま
で

遡
っ
て
、
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

な
お
、
追
納
す
る
と
き
は
、
先
に
経

過
し
た
月
か
ら
順
次
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
が
、
学
生
納
付
特
例
の
期
間

よ
り
も
前
に
保
険
料
免
除
期
間
が
あ
る

と
き
は
ど
ち
ら
を
優
先
し
て
納
め
る
か

本
人
が
選
択
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
追
納
す
る
保
険
料
額
は
保
険

料
の
免
除
や
猶
予
さ
れ
た
当
時
の
保
険

料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
て
決
め
ら
れ

た
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
前
２
年
度
の

期
間
に
つ
い
て
、
返
納
加
算
額
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

手
続
き 

 

追
納
を
希
望
す
る
と
き
は
、
「
国
民

年
金
保
険
料
追
納
申
込
書
」
を
年
金
事

務
所
に
提
出
し
ま
す
。 

 

追
納
保
険
料
額 

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て 

 

障
害
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し
て
、

国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
中
に
初
診

日
が
あ
る
病
気
、
け
が
で
障
害
者
に
な

っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。 

 

被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
後
で

も
、
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
国
内
在
住

中
に
初
診
日
が
あ
る
病
気
・
け
が
で
障

害
者
に
な
っ
た
と
き
に
は
支
給
さ
れ
ま

す
。 

 

た
だ
し
、
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、

保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期

間
を
合
算
し
て
３
分
の
２
以
上
あ
る
こ

と
が
必
要
で
す
（
初
診
日
が
平
成
28
年

３
月
31
日
ま
で
に
あ
る
と
き
は
、
直
近

の
１
年
間
に
滞
納
が
な
け
れ
ば
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
）
。 

 

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
条
件 

障
害
基
礎
年
金
は
、
次
の
３
つ
の
条

件
が
そ
ろ
え
ば
支
給
さ
れ
ま
す
。 

(

１)

障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
・
け

が
に
つ
い
て
医
師
ま
た
は
歯
科

医
師
の
診
断
を
受
け
た
日
（
「
初

診
日
」
と
い
い
ま
す
）
に
お
い
て

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ

る
と
き
、
ま
た
は
②
国
民
年
金
の

被
保
険
者
で
あ
っ
た
人
（
昭
和
61

年
４
月
１
日
前
に
被
用
者
年
金

制
度
の
加
入
者
で
あ
っ
た
人
を

含
み
ま
す
）
が
日
本
国
内
に
住
所

を
有
し
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で

あ
る
と
き 

(

２)

初
診
日
か
ら
１
年
６
ヶ
月
を
経
過

し
た
日
（
そ
の
期
間
内
に
治
っ
た

場
合
は
そ
の
日
、
と
も
に
「
障
害

認
定
日
」
と
い
い
ま
す
）
の
障
害

の
程
度
が
国
民
年
金
法
施
行
令

で
定
め
る
１
級
ま
た
は
２
級
に

該
当
す
る
こ
と 

(

３)

初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま

で
に
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
被
保
険
者
期
間
の
う

ち
保
険
料
納
付
済
期
間
と
免
除

期
間
を
合
算
し
た
期
間
が
３
分

の
２
以
上
あ
る
こ
と 

詳
し
く
は
、
役
場
年
金
窓
口
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

       

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２
） 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 

平成 25 年度中に追納した場合の追納保険料額 （月額/円） 
   

年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

当時免除された月額                     

全額 13,300 13,300 13,580 13,860 14,100 14,410 14,660 15,100 15,020 14,980 

３/４免除 － － － 10,390 10,570 10,810 10,990 11,320 11,260 11,230 

半額免除 6,650 6,650 6,790 6,930 7,050 7,200 7,330 7,550 7,510 7,490 

１/４免除 － － － 3,460 3,520 3,600 3,660 3,770 3,750 3,740 

追納加算率 0.117 0.101 0.082 0.064 0.048 0.033 0.021 0.009 － － 

全額追納 14,860 14,640 14,690 14,750 14,780 14,890 14,970 15,240 15,020 14,980 

３/４追納 － － － 11,050 11,080 11,170 11,220 11,420 11,260 11,230 

半額追納 7,430 7,320 7,350 7,370 7,390 7,440 7,480 7,620 7,510 7,490 

１/４追納 － － － 3,680 3,690 3,720 3,740 3,800 3,750 3,740 


